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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明基板と、
　前記透明基板に形成された複数のＸ電極と、
　前記透明基板に形成され前記Ｘ電極と交差する複数のＹ電極とを有し、
　前記Ｘ電極と前記Ｙ電極とは、互いに重なり合う交差部と、２つの交差部間に形成され
た電極部とを有し、
　前記Ｘ電極と前記Ｙ電極とは、前記交差部で絶縁膜を介して分離され、
　前記電極部は、前記Ｘ電極と前記Ｙ電極共に、前記交差部に接続される部分で幅が狭く
、前記交差部で挟まれた部分が前記交差部よりも幅が広くなる形状を有し、
　前記Ｘ電極の１ラインの延在方向の長さに対し、前記Ｙ電極の１ラインの延在方向の長
さが短く、
　前記Ｘ電極の電極部の幅は、前記Ｙ電極の電極部の幅よりも狭く、
　前記Ｘ電極よりも面積の小さいダミー電極が、前記Ｘ電極に近接して形成され、
　前記ダミー電極は前記Ｙ電極と重ならないことを特徴とするタッチパネル。
【請求項２】
　前記ダミー電極は、浮遊電極であることを特徴とする請求項１に記載のタッチパネル。
【請求項３】
　前記Ｘ電極と前記Ｙ電極のいずれか一方は、透明導電膜で構成されることを特徴とする
請求項１に記載のタッチパネル。
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【請求項４】
　前記Ｘ電極と前記Ｙ電極とは、絶縁膜を挟んで形成された透明導電膜で構成されること
を特徴とする請求項１に記載のタッチパネル。
【請求項５】
　前記Ｘ電極と前記Ｙ電極とは、絶縁膜を挟んで形成された透明導電膜で構成され、
　前記ダミー電極は、前記Ｘ電極の電極部と同層に形成された透明導電膜で構成されるこ
とを特徴とする請求項１に記載のタッチパネル。
【請求項６】
　透明基板と、
　前記透明基板に形成された複数のＸ電極と、
　前記透明基板に形成され前記Ｘ電極と交差する複数のＹ電極と、
　長辺と短辺とを有する基板とを有し、
　前記Ｘ電極と前記Ｙ電極とは、互いに重なり合う交差部と、２つの交差部間に形成され
前記交差部よりも幅が広い個別電極とを有し、
　前記Ｘ電極と前記Ｙ電極とは、前記交差部で絶縁膜を介して分離され、
　前記Ｘ電極は、前記基板の長辺に沿って形成され、
　前記Ｙ電極は、前記基板の短辺に沿って形成され、
　前記Ｘ電極よりも面積が小さく前記Ｙ電極と重ならないダミー電極が、前記Ｘ電極に近
接して形成され、
　前記Ｘ電極の個別電極は、前記Ｙ電極の個別電極よりも面積が小さいことを特徴とする
タッチパネル。
【請求項７】
　前記ダミー電極は、浮遊電極であることを特徴とする請求項６に記載のタッチパネル。
【請求項８】
　前記Ｘ電極と前記Ｙ電極のいずれか一方は、透明導電膜で構成されることを特徴とする
請求項６に記載のタッチパネル。
【請求項９】
　前記Ｘ電極と前記Ｙ電極とは、絶縁膜を挟んで形成された透明導電膜で構成されること
を特徴とする請求項６に記載のタッチパネル。
【請求項１０】
　前記Ｘ電極と前記Ｙ電極とは、絶縁膜を挟んで形成された透明導電膜で構成され、
　前記ダミー電極は、前記Ｘ電極と同層の透明導電膜で構成されることを特徴とする請求
項６に記載のタッチパネル。
【請求項１１】
　透明基板と、
　前記透明基板に形成された複数のＸ電極と、
　前記透明基板に形成され前記Ｘ電極と交差する複数のＹ電極とを有し、
　前記Ｘ電極と前記Ｙ電極とは、互いに重なり合う交差部と、２つの交差部間に形成され
前記交差部よりも幅が広い個別電極とを有し、
　前記Ｘ電極と前記Ｙ電極とは、前記交差部で絶縁膜を介して分離され、
　前記Ｘ電極よりも面積が小さく前記Ｙ電極と重ならないダミー電極が、前記Ｘ電極に近
接して形成され、
　前記Ｘ電極は、ｎ個の前記個別電極を有し、
　前記Ｙ電極は、ｍ個の前記個別電極を有し、
　前記Ｘ電極の個別電極の面積と前記Ｙ電極の個別電極の面積の関係は、ｍ：ｎであるこ
とを特徴とするタッチパネル。
【請求項１２】
　前記ダミー電極は、浮遊電極であることを特徴とする請求項１１に記載のタッチパネル
。
【請求項１３】
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　前記Ｘ電極と前記Ｙ電極のいずれか一方は、透明導電膜で構成されることを特徴とする
請求項１１に記載のタッチパネル。
【請求項１４】
　前記Ｘ電極と前記Ｙ電極とは、絶縁膜を挟んで形成された透明導電膜で構成されること
を特徴とする請求項１１に記載のタッチパネル。
【請求項１５】
　前記Ｘ電極と前記Ｙ電極とは、絶縁膜を挟んで形成された透明導電膜で構成され、
　前記ダミー電極は、前記Ｘ電極と同層の透明導電膜で構成されることを特徴とする請求
項１１に記載のタッチパネル。
【請求項１６】
　透明基板と、
　前記透明基板に形成された複数のＸ電極と、
　前記透明基板に形成され前記Ｘ電極と交差する複数のＹ電極と、
　長辺と短辺とを有する基板とを有し、
　前記Ｘ電極は、前記基板の長辺に沿って延在し、
　前記Ｙ電極は、前記基板の短辺に沿って延在し、
　前記Ｘ電極と前記Ｙ電極とは、互いに重なり合う交差部と、２つの交差部間に形成され
た電極部とを有し、
　前記Ｘ電極と前記Ｙ電極とは、前記交差部で絶縁膜を介して分離され、
　前記Ｘ電極は、第１の交差部と第２の交差部との間のＸ電極の幅が、前記第１の交差部
と第２の交差部との中間で最大の幅となる形状を有し、
　前記Ｘ電極と前記Ｙ電極との間には、分割されて複数のダミー電極が形成され、
　前記ダミー電極は前記Ｙ電極と重ならないことを特徴とするタッチパネル。
【請求項１７】
　前記Ｘ電極と、前記Ｙ電極とは、同一基板上に形成されることを特徴とする請求項１６
に記載のタッチパネル。
【請求項１８】
　前記ダミー電極は、浮遊電極であることを特徴とする請求項１６に記載のタッチパネル
。
【請求項１９】
　前記Ｘ電極と前記Ｙ電極のいずれか一方は、透明導電膜で構成されることを特徴とする
請求項１６に記載のタッチパネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タッチパネル付き表示装置に係わり、特に、静電容量結合方式のタッチパネ
ルを備えたタッチパネル付き表示装置に適用して有効な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、モバイル機器の普及において、“人にやさしい”グラフィカルユーザインターフ
ェースを支えるタッチパネル技術が重要となってきている。
　このタッチパネル技術として、静電容量結合方式のタッチパネルが知られており、この
静電容量結合方式のタッチパネルとして、観察者の指がタッチしたタッチ位置を検出する
ものが知られている。（下記、特許文献１参照）
　前述の特許文献１に記載されているタッチパネルは、Ｘ方向の電極とＹ方向の電極との
結合容量を検出して、観察者がタッチした位置座標を検出している。
【０００３】
　なお、本願発明に関連する先行技術文献としては以下のものがある。
【特許文献１】特表２００３－５１１７９９号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　静電容量結合方式のタッチパネルは、第１の方向（例えばＹ方向）に延在し、前記第１
の方向と交差する第２の方向（例えばＸ方向）に併設される複数のＸ電極と、このＸ電極
と交差して前記第２の方向に延在し、前記第１の方向に併設される複数のＹ電極とを有し
ている。このようなタッチパネルをＸ－Ｙ方式タッチパネルと呼ぶ。
　Ｘ－Ｙ方式タッチパネルでは、複数のＸ電極と複数のＹ電極とは、基板上に層間絶縁膜
を介して積層されている。これらＸ電極とＹ電極は、例えば、ＩＴＯ（Indium Tin Oxide
）等の透明性導電材料で形成されている。
　従来技術のＸ－Ｙ方式タッチパネルでは、指などで触れられてない定常状態の電極１ラ
インの容量は、隣接する電極との間の電極間容量、直交する電極との交差部で形成する交
差部容量、およびタッチパネルの下に配置する表示装置との間の対地容量とからなる。
　タッチパネルの検出感度の指標として、指などが触った際の容量変化とバックグランド
ノイズの比（以下、Ｓ／Ｎ比と記述する）を使用する。検出感度、即ち、Ｓ／Ｎ比を上げ
るためには、信号を増やすか、ノイズを減らす必要がある。
　信号レベルは、タッチパネルに触れた指等と電極間に形成する容量に比例する。一方、
バックグランドノイズに関しては、表示装置が表示のために発生する信号電圧の変動を、
直上に位置するタッチパネルの電極がノイズとして検出していることがわかった。そして
、電極１ライン上の電極面積合計が大きいほど、対地容量が大きくなるため、ノイズを検
出しやすい。
【０００５】
　表示装置と重ねて使用されるタッチパネルの外形は、表示装置とほぼ同様の形状となる
。表示装置は一般に長方形であり、Ｘ方向かＹ方向のどちらかが長い場合が一般的である
。
　従来技術では、Ｘ方向および、Ｙ方向の各１ライン上の個別電極は同等のサイズである
が、Ｘ方向の電極と、Ｙ方向の電極では１ラインの長さが異なり個別電極数が異なる。そ
のため、１ラインの容量がＸ方向とＹ方向とで異なる。例として、縦長のタッチパネルの
場合、Ｙ方向に平行に配置するＸ電極の１ライン分の容量は、Ｘ方向に平行に配置するＹ
電極の１ライン分の容量よりも大きくなる。
　従って、Ｘ方向とＹ方向で電極１ライン上の容量が異なる従来技術のタッチパネルでは
、Ｘ方向とＹ方向でノイズ強度が異なる。すなわち、従来技術のタッチパネルでは、Ｘ方
向とＹ方向でＳ／Ｎ比が異なることとなる。
　そのため、従来技術のタッチパネルでは、Ｓ／Ｎ比が異なることにより、タッチパネル
全体の検出感度としては、低いほうのＳ／Ｎ比で規定されてしまうという問題点があった
。
　本発明は、前記従来技術の問題点を解決するためになされたものであり、本発明の目的
は、Ｓ／Ｎ比が大きく、検出感度の高いタッチパネルを備えたタッチパネル付き表示装置
を提供することにある。
　本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述及び添付図面によ
って明らかにする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、従来技術タッチパネルのＸ電極、Ｙ電極のノイズ強度比が、電極容量比
即ち、電極数比とほぼ等しいことを見出した。
　本発明は、前述の知見に基づき成されたものであって、タッチパネルの入力用領域の長
い方の辺と並走する電極上の個別電極１個１個の面積を縮小し、かつ直交するもう一方の
電極の個別電極の面積との比が、長辺方向に並走する電極数を短辺方向と並走する電極数
で割った比の１０％減までの間の値とし、１ライン上の容量をほぼ等しくし、面積縮小で
空いた部分に浮遊電極（ダミー電極）を配置することにより、前述の目的を達成するもの
である。



(5) JP 5154316 B2 2013.2.27

10

20

30

40

50

　即ち、本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、
下記の通りである。
（１）表示パネルと、前記表示パネルに重ねて形成された静電容量結合方式のタッチパネ
ルとを備えるタッチパネル付き表示装置であって、前記タッチパネルは、複数のＸ電極と
、前記Ｘ電極と交差する複数のＹ電極とを有し、前記Ｘ電極と前記Ｙ電極とは、互いに重
なり合う交差部と、２つの交差部間に形成された電極部とを有し、前記Ｘ電極と前記Ｙ電
極との１ライン分の容量が同等となるように、前記Ｘ電極と前記Ｙ電極の中の一方の電極
の電極部の面積が、他方の電極の電極部の面積よりも小さいことを特徴とする。
【０００７】
（２）表示パネルと、前記表示パネル上に接着された静電容量結合方式のタッチパネルと
を備えるタッチパネル付き表示装置であって、前記タッチパネルは、複数のＸ電極と、前
記Ｘ電極と交差する複数のＹ電極とを有し、前記表示パネルは、長辺と、短辺とを有し、
前記Ｘ電極と前記Ｙ電極とは、互いに重なり合う交差部と、２つの交差部間に形成され前
記交差部よりも幅が広い個別電極とを有し、前記Ｘ電極は、前記長辺に沿って形成され、
前記Ｙ電極は、前記短辺に沿って形成され、前記Ｘ電極の個別電極は、前記Ｙ電極の個別
電極よりも面積が小さいことを特徴とする。
（３）表示パネルと、前記表示パネル上に設けられた静電容量結合方式のタッチパネルと
を備えるタッチパネル付き表示装置であって、前記タッチパネルは、複数のＸ電極と、前
記Ｘ電極と交差する複数のＹ電極とを有し、前記Ｘ電極と前記Ｙ電極とは、互いに重なり
合う交差部と、２つの交差部間に形成され前記交差部よりも幅が広い個別電極とを有し、
前記Ｘ電極は、前記ｎ個の個別電極を有し、前記Ｙ電極は、前記ｍ個の個別電極を有し、
前記Ｘ電極の個別電極の面積と前記Ｙ電極の個別電極の面積の関係は、ｍ：ｎであること
を特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本願において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明す
れば、下記の通りである。
　本発明によれば、Ｓ／Ｎ比が大きく、検出感度の高いタッチパネルを備えたタッチパネ
ル付き表示装置を提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細に説明する。
　なお、実施例を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を付け
、その繰り返しの説明は省略する。
　本実施例では、表示パネルの一例として液晶表示パネルを用いて説明する。なお、表示
パネルとしては、タッチパネルを用いることができるものであれば良く、液晶表示パネル
に限らず、有機発光ダイオード素子や表面伝導型電子放出素子を用いる表示パネルを使用
することも可能である。
　図１は、本発明の実施例のタッチパネル付き表示装置の概略構成を示す平面図である。
また、図２は、図１のＡ－Ａ’線での断面図である。
　本実施例のタッチパネル付き表示装置３００は、図１および図２に示すように、液晶表
示パネル６００と、液晶液示パネル６００の観察者側の面上に配置された静電容量結合方
式のタッチパネル４００と、液晶表示パネル６００の観察者側とは反対側に配置されたバ
ックライト７００とを備えている。液晶表示パネル６００としては、例えば、ＩＰＳ方式
、ＴＮ方式、ＶＡ方式等の液晶表示パネルが用いられる。
　液晶表示パネル６００は、対向して配置された２枚の基板が貼り合わされて形成されて
おり、２枚の基板の外側には、６０１、６０２の偏光板が設けられている。
　また、液晶表示パネル６００とタッチパネル４００とは、樹脂・粘着フィルム等からな
る第１の接着材５０１により接合されている。さらに、タッチパネル４００の外側にはア
クリル樹脂からなる前面保護板（フロントウインドウとも呼ぶ）１２が、樹脂・粘着フィ
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ルム等からなる第２の接着材５０２により貼り合わされている。
【００１０】
　液晶表示パネル６００と偏光板６０１との間には、透明導電層６０３が設けられている
。この透明導電層６０３は液晶表示パネル６００で発生する信号をシールドする目的で形
成されている。液晶表示パネル６００には多数の電極が設けられており、様々なタイミン
グで電極上に電圧が信号として印加されている。
　静電容量結合方式のタッチパネル４００に設けられた電極に対して、液晶表示パネル６
００での電圧の変化はノイズとなる。そのため、液晶表示パネル６００を電気的にシール
ドする必要があり透明導電層６０３が設けられている。シールドとして機能するように、
透明導電層６０３には定電圧がフレキシブルプリント基板７１等から供給されており、例
えば、接地電位とされている。
　なお、透明導電層６０３はノイズの影響を抑えるために、タッチパネル４００に設けら
れた電極と同程度のシート抵抗値である１５０～２００Ω／□であることが望ましい。透
明導電層６０３の抵抗値は、結晶粒の大きさに関係することが解っているが、透明導電層
６０３を形成する際の熱処理温度を２００℃以上とすることで、結晶化を進めてシート抵
抗値を１５０～２００Ω／□とすることが可能である。
【００１１】
　また、さらに低抵抗な透明導電層６０３とすることも可能である。例えば、熱処理温度
を４５０℃として、透明導電層６０３の結晶化を十分に行うことで、シート抵抗値を１０
～４０Ω／□とすることも可能である。シールド用の透明導電層６０３がタッチパネル４
００に設けられた電極に比較して同程度、または低抵抗であればノイズを抑える効果が向
上する。なお、ＩＰＳ方式の液晶表示パネルでは、液晶表示パネル６００と偏光板６０１
との間に、裏面側透明導電膜が形成されるので、この裏面側透明導電膜を透明導電層６０
３として兼用してもよい。
　液晶表示パネル６００の一辺には、駆動回路５０が設けられており、この駆動回路５０
から液晶表示パネル内の各画素に各種の信号が供給される。液晶表示パネル６００の一辺
には、外部から信号を供給するためにフレキシブルプリント基板７２が接続されており、
駆動回路５０には、このフレキシブルプリント基板７２を介して外部から信号が供給され
る。
　また、タッチパネル４００にもフレキシブルプリント基板７１が接続されている。フレ
キシブルプリント基板７１にはタッチパネル制御回路６０が搭載されており、タッチパネ
ル制御回路６０により入力位置の検出等が制御される。
　また、タッチパネル４００と駆動回路５０との間には、スペーサ３０が配置されている
。
【００１２】
　図３は、本実施例のタッチパネル４００の電極構成を示す平面図である。図３では、タ
ッチパネル４００を縦長に使用する場合を示す。なお、前述したように、タッチパネル４
００に重ねて用いられる液晶表示パネル６００も同様に縦長の形状をしているものとする
。
　透明基板としてガラス基板５を用い、ガラス基板５の片方の面にタッチパネル用電極（
１，２）と、接続用端子７と、タッチパネル用電極（１，２）から接続用端子７までの配
線６とを配置する。また、直交するように配置した２つのタッチパネル用電極（１，２）
の少なくとも交差部は、絶縁膜で分離されている。
　タッチパネル用電極（１，２）は透明導電膜で形成され、縦方向（図中Ｙ方向）に延在
し、横方向（Ｘ方向）に並列する電極をＸ電極１と呼ぶ。また、Ｘ電極１に交差するよう
に横方向（Ｘ方向）に延在し縦方向（Ｙ方向）に並列して形成される電極をＹ電極２と呼
ぶ。本実施例のタッチパネル４００では、これらＸ電極１とＹ電極２の静電容量の変化を
検出し、タッチされた位置を算出する。また、符号３で示す点線内部の検出可能な領域を
入力領域と呼ぶ。
　各Ｘ電極１、Ｙ電極２は、ともに交差部１ａおよび交差部２ａで幅が狭くなっており、
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２つの交差部１ａまたは交差部２ａに挟まれた電極部１ｂおよび電極部２ｂで幅が広くな
っている。この交差部１ａまたは交差部２ａに挟まれた電極部１ｂおよび電極部２ｂを個
別電極とも呼ぶ。
【００１３】
　図３に示すように、本実施例では、タッチパネル４００のＹ電極２の個別電極２ｂに比
して、Ｘ電極１の個別電極１ｂの幅を減少させている。すなわち、Ｘ電極１の個別電極１
ｂの数と、Ｙ電極２の個別電極２ｂの数との比に対応させて、Ｘ電極１は面積が縮小され
ており、個別電極１ａと浮遊電位の電極（ダミー電極）４とに分離している。
　それにより、縦長の形状に従って電極の面積が大きくなっていたＸ電極１の面積を縮小
して、１ライン上の容量をＹ電極２とほぼ等しくし、液晶表示パネル６００から発生する
信号電圧の変動によるノイズをＸ電極１とＹ電極２とで同等としている。
　前述したように、液晶表示パネル６００には透明導電層６０３が設けられており、液晶
表示パネル６００からのノイズの影響を抑えている。しかしながら、液晶表示パネル６０
０に高温度で透明導電層６０３を形成することは困難であり、十分に低抵抗な透明導電層
６０３を液晶表示パネル６００に設けることができない場合もある。また、透明導電層６
０３を設けた場合でも、少なからず液晶表示パネル６００からのノイズの影響が問題とな
る場合がある。
【００１４】
　図４は、Ｘ電極１が６個、Ｙ電極２が１０個の場合で、Ｘ対Ｙの電極数比６０％の縦長
形状のタッチパネル４００に対し、縦方向に平行に配置したＸ電極ライン上の個別電極１
ｂの面積を変えて試作しＳ／Ｎ比を評価した結果を示すグラフである。図４では、個別電
極１ｂと個別電極２ｂの面積比を横軸にし、Ｓ／Ｎ比を縦軸とした。
　図４に示すように、個別電極１ｂを分割して面積を縮小し、浮遊電極４を形成すると、
対地容量を削減できるため、ノイズレベルを下げることができる。なお、指等で縮小した
Ｘ電極１に触れた際、隣接する浮遊電極４を同時に触り容量結合により機能するため、信
号レベルは面積縮小よりも減少の度合いが小さい。
　そのため、Ｓ／Ｎ比は、図４に示すように、電極数比と同様の面積比の時に、Ｓ／Ｎ比
のピークを持つ結果が得られた。
　浮遊電極４を配置しなかった場合には、隣接するＸ電極１とＹ電極２との間隔８が広く
なる。前述したようにＸ電極１とＹ電極２とは透明導電膜によって形成されるが、この間
隔８には、絶縁膜とガラス基板とが形成されているが、透明導電膜が無い領域となる。透
過率、反射率及び反射光の色度に関し、透明導電膜がある部分と無い部分とで差が生じる
ために、間隔８が肉眼で見えてしまい、表示する画像の品質を下げる。
【００１５】
　我々の検討では、間隔８が３０μｍの場合は間隔は薄く見え、２０μｍではほぼ見えな
くなった。また１０μｍでは見えない結果となった。間隔８を狭くしていくと、浮遊電極
４を介し隣接するＸ電極１とＹ電極２との間の容量が増大する。また、間隔８を狭くする
ことにより、工程中の異物付着などに起因するパターン形成異常からＸ電極１またはＹ電
極２と浮遊電極４がショートする不良が増加する。
　Ｘ電極１の個別電極１ｂと隣接する浮遊電極４がショートすると、該当するＸ電極１ラ
イン分の対地容量が増加しノイズが増え、検出感度が低下する不具合が生じる。
　ショートした際に、増加する容量を低減するため、図１のように浮遊電極４は４分割と
した。より細かく細分化した場合はショート不良の懸念が低下するが、該当領域に透明導
電膜の無い領域が増えるため、隣接する電極との透過率、反射率および色度の差が生じ増
加する懸念がある。そのため、前述のとおり浮遊電極４は４分割とし、相互の電極間隔は
３０μｍより狭く２０μｍ程度とした。
　本実施例では、縦長の液晶表示装置に重ねて使用する場合を示したが、横長の液晶表示
装置、もしくは他の方式の画像表示装置に重ねる場合でも、本発明の効果は変わらない。
また、浮遊電極の分割数も４分割に限定するものでもない。
【００１６】
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　次に、本発明の実施例のタッチパネル４００の製造方法を図５ないし図１３を用いて説
明する。図３のＢ－Ｂ’線に沿った各プロセス段階の断面構造を図５ないし図８に示す。
同様に図３のＣ－Ｃ’線に沿った各プロセス段階の断面構造を図９ないし図１２に示す。
　図５および図９を用いて第１の工程を説明する。
　第１の工程では、ガラス基板５上に第１のＩＴＯ膜１４（Indium Tin Oxide）を約１５
ｎｍの厚さで成膜した後、銀合金膜１５を約２００ｎｍ成膜する。
　次に、ホトリソグラフィ工程でレジストパターンを形成し、銀合金膜１５をパターニン
グする。
　次に、レジストを剥離除去し、ホトリソグラフィ工程でレジストパターンを形成し第１
のＩＴＯ膜１４をパターニングする。
　その後、レジストを剥離除去して、図５および図９に示すように、パターンニングされ
たＩＴＯ膜１４（所謂、Ｙ電極２）と銀合金膜１５（所謂、配線６）を形成する。
　銀合金膜１５は不透明であるため、視認されることを避けるために、後で重ねる液晶表
示パネル６００の表示領域に掛かる部分からは除去し、周辺配線６のみに形成する。
【００１７】
　次に、図６および図１０を用いて第２の工程を説明する。
　第２の工程では、第１のＩＴＯ膜１４と銀合金膜１５のパターンを形成した基板上に感
光性の層間絶縁膜１６を塗布しホトリソグラフィ技術でパターニング加工する。層間絶縁
膜１６はＳｉＯ２を主成分とする膜を１μｍ以上塗布するのが望ましい。
　図１０に示すように、周辺部にコンタクトホール１７を設ける。また、外部駆動回路と
の接続に使用する端子接続部では層間絶縁膜パターン１６を除去する。
　次に、図７および図１１を用いて第３の工程を説明する。
　第３の工程では、第２のＩＴＯ膜１８を約３０ｎｍ成膜し、ホトリソグラフィ工程でレ
ジストパターンを形成し、第２のＩＴＯ膜１８をパターニングする。
　その後、レジストを剥離除去して、図７および図１１に示すように、第２のＩＴＯ膜１
８（所謂、Ｘ電極１）を形成する。
　次に、図８および図１２を用いて第４の工程を説明する。
　第４の工程では、第２の工程で用いた絶縁膜と同じ膜を最上層保護膜１９として再度基
板上に塗布し、ホトリソグラフィ工程でパターンを形成する。
　以上の工程をもってタッチパネル４００が形成される。
【００１８】
　以下、本実施例のタッチパネル４００の入力位置の検出動作について簡単に説明する。
　本実施例では、Ｘ電極１とＹ電極２に、タッチパネル制御回路６０から順次定電流を供
給し、Ｘ電極１あるいはＹ電極２を充電し、そして、Ｘ電極１あるいはＹ電極２の電圧が
、所定の基準電圧（Ｖｒｅｆ）に立ち上がるまでの期間（Ｔ）を測定する。
　例えば、図１４に示すように、タッチパネル４００が、観察者の指等で触れられていな
い状態では、前述の期間（Ｔ）は、Ｔａとなる。一方、タッチパネル４００が、観察者の
指３５等で触れられた状態では、図１３に示すように、Ｘ電極１あるいはＹ電極２の個別
電極（１ｂ，２ｂ）に容量（Ｃ）が付加されるので、前述の期間（Ｔ）は、Ｔａの期間よ
りも長いＴｂ（Ｔａ＜Ｔｂ）となる。
　一般に、観察者の指３５は、Ｘ電極１あるいはＹ電極２の個別電極（１ｂ，２ｂ）の面
積よりも大きいので、Ｔａの期間よりも大きい期間（例えば、Ｔｂの期間）は、Ｘ電極１
あるいはＹ電極２の複数の電極で検出される。そこで、Ｔａの期間よりも大きい期間が検
出された複数の電極位置と、当該電極位置の期間（例えば、Ｔｂ）に基づき、セントロイ
ド処理計算により重心位置を求め、入力位置とする。
　なお、前述の期間（Ｔ）は、例えば、基本クロック（例えば、液晶表示パネル６００で
使用するドットクロック（ＣＬＫ））をカウントして、当該カウント数で検出する。
　したがって、請求項１に記載の「Ｘ電極とＹ電極との１ライン分の容量」とは、タッチ
パネル制御回路６０から見たインピーダンスの容量成分を意味することにもなる。また、
「Ｘ電極とＹ電極との１ライン分の容量が同等」とは、前述の期間（Ｔ）、あるいは、前
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述の期間（Ｔ）内のドットクロック（ＣＬＫ）のカウント数が同等であることも意味して
いる。
　さらに、「Ｘ電極とＹ電極との１ライン分の容量が同等」とは、１ライン分の容量が、
設計値の±１０％以内の値であることを意味している。当然の如く、「前述の期間（Ｔ）
内のドットクロック（ＣＬＫ）のカウント数が同等」とは、カウント数が、設計値の±１
０％以内のカウント数であることを意味している。
【００１９】
　なお、本発明は、入力検出領域の形状、個別電極の形状に限らず、適用可能である。例
えば、図１５、図１６に示すように、Ｘ電極１とＹ電極２とが同一層に形成されるタッチ
パネルにも適用可能である。
　この図１５、図１６に示すタッチパネルでは、Ｘ電極１の個別電極１ｂと、Ｙ電極２の
個別電極２ｂとは、同層の導電層に分離して形成され、Ｘ電極１の交差部１ａと、Ｙ電極
２の交差部２ａとは、異なる導電層に形成される。
　図１６では、Ｘ電極１の交差部１ａは、Ｙ電極２の交差部２ａよりも上層に形成され、
Ｙ電極２の交差部２ａと平面的に交差している。Ｘ電極１の交差部１ａは、層間絶縁膜１
６に形成されたコンタクトホール３６を介してＸ電極１の個別電極１ｂと接続される。な
お、図１６は、図１５のＡ－Ａ’線に沿った断面構造を示す断面図である。
　また、前述の実施例では、直交するＸ方向および、Ｙ方向の電極について記述したが、
本発明は、入力位置の検出に用いる電極ライン間の容量差の平均化を目的としたもののた
め、斜めに交差するものや並走する長さの異なる電極間の容量調整にも有効である。
　このように、本実施例によれば、画像情報、文字情報の表示装置用の静電容量結合式入
力装置として、検出感度に優れたタッチパネルを生産することが可能となる。
　以上、本発明者によってなされた発明を、前記実施例に基づき具体的に説明したが、本
発明は、前記実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々
変更可能であることは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施例のタッチパネル付き表示装置の概略構成を示す平面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ’線に沿った断面構造を示す断面図である。
【図３】本発明の実施例の静電容量結合方式のタッチパネルの電極パターンを示す平面図
である。
【図４】静電容量結合方式のタッチパネルにおいて、縦方向に平行に配置したＸ電極ライ
ン上の個別電極の面積を変えた際のＳ／Ｎ比の変化を示すグラフである。
【図５】本発明の実施例のタッチパネルの第１の工程のＢ－Ｂ’部の断面構造を示す断面
図である。
【図６】本発明の実施例のタッチパネルの第２の工程のＢ－Ｂ’部の断面構造を示す断面
図である。
【図７】本発明の実施例のタッチパネルの第３の工程のＢ－Ｂ’部の断面構造を示す断面
図である。
【図８】本発明の実施例のタッチパネルの第４の工程のＢ－Ｂ’部の断面構造を示す断面
図である。
【図９】本発明の実施例のタッチパネルの第１の工程のＣ－Ｃ’部の断面構造を示す断面
図である。
【図１０】本発明の実施例のタッチパネルの第２の工程のＣ－Ｃ’部の断面構造を示す断
面図である。
【図１１】本発明の実施例のタッチパネルの第３の工程のＣ－Ｃ’部の断面構造を示す断
面図である。
【図１２】本発明の実施例のタッチパネルの第４の工程のＣ－Ｃ’部の断面構造を示す断
面図である。
【図１３】本発明の実施例のタッチパネルに観察者の指が触れた状態を説明するための図
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【図１４】本発明の実施例のタッチパネルの入力位置の検出動作を説明するための図であ
る。
【図１５】本発明が適用される他のタッチパネルの電極パターンを示す平面図である。
【図１６】図１５のＡ－Ａ’線に沿った断面構造を示す断面図である。
【符号の説明】
【００２１】
　１　Ｘ電極
　２　Ｙ電極
　３　入力領域
　４　浮遊電極
　５　ガラス基板
　６　周辺配線
　７　接続端子
　８　間隔
　１２　前面保護板
　１４　第１のＩＴＯ膜
　１５　銀合金膜
　１６　層間絶縁膜
　１７，３６　コンタクトホール
　１８　第２のＩＴＯ膜
　１９　最上層保護膜
　３０　スペーサ
　３５　観察者の指
　３６　コンタクトホール
　５０　駆動回路
　６０　タッチパネル制御回路
　７１，７２　フレキシブルプリント基板
　３００　タッチパネル付き表示装置
　４００　静電容量結合方式のタッチパネル
　５０１　第１の接着材
　５０２　第２の接着材
　６００　液晶表示パネル
　６０１，６０２　偏光板
　６０３　透明導電層
　７００　バックライト
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【図１３】
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